
第6回旧RD最終処分場跡地利用協議会

令和7年(2025年)１１月18日

資料3

3.これまでの事例を振り返って
（フリートーク）

今後の跡地利用検討の進め方について（イメージ）

跡地の暫定利用

有効性の確認
（令和8年3月を目途に）

旧処分場の安定化の
確認

跡地の本格利用

跡地の利用に向けて
情報収集、課題整理、検討

跡地利用協議会の設置
（令和３年４月）

〇情報収集（先行事例等）
〇課題整理
（跡地利用に係る法規制、法令上の制限事項、処分場の物理的特性等）
〇暫定利用に向けた検討
（覆土の機能の損傷や廃棄物土の掘削を伴わない利用方法、周辺施設

との連携方策、地域が利用したい施設、管理・運営主体、費用等）

※本格利用の検討

県議会等への説明
予算の議決 など

県議会等への説明
予算の議決 など
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１ 最終処分場の跡地の利用状況

出典：アンケートによる最終処分場の跡地利用に関する動向
調査, 

坂本篤他, 廃棄物資源循環学会研究発表会（H29）

跡地の主な利用状況
●多目的広場、運動施設、太陽光発電所

未利用の理由
●山間部で利点なく自然放置
●経済性が見込めない、資金等の問題
●廃止できていない

(1)全国的な最終処分場跡地の利用状況

※跡地利用にあって、地盤・ガス・浸出水等に係る対策を
実施

１ 最終処分場の跡地の利用状況

(2)跡地利用の考え方

１）自然回帰系：森林や雑木林等の緑の回復

２）農林生産系：跡地に商品化可能な樹木や、畑地・牧草地への転用、農林生産地として
利活用

３）公園・運動施設系：公園や運動施設として利活用

４）学習・啓発施設系：環境啓発や学習の場を提供する目的とした施設整備

５）廃棄物・資源循環施設系：廃棄物や資源循環への社会貢献を目的とした施設整備

６）エネルギー系：社会的利益を生むエネルギー系の施設整備

７）非活用：防災施設用地、災害時の廃棄物仮置場等

８）その他：宅地利用等
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分類 関係する法令等 調査項目等

廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 政令で定める廃棄物が地下にある土地の指定区域

土壌 土壌汚染対策法 要措置区域、形質変更時要届出区域、
自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域

土地
利用

都市計画法 市街化区域、市街化調整区域、用途地域、風致地区等

文化財保護法 史跡・名勝・天然記念物、埋蔵文化財包蔵地等

都市緑地保全法 緑地保全地区

都市再開発法 市街地再開発事業の施行区域

生産緑地法 生産緑地地区

農地法 農地、採草放牧地

農業振興地域の整備に関する法律 農業振興区域

土地区画整理法 土地区画整理区域

景観法 景観計画区域

統計法 人口集中地区

自然
環境
保全

自然公園法 国立公園・国定公園、都道府県県立自然公園

自然環境保全法 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域

森林法 国有林、森林計画区に係る民有林、保安林

鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区、鳥獣特別保護区

総合保養地域整備法 特定地域

防災

河川法 河川区域、河川保全区域

水源地域対策特別措置法 水源地域

砂防法 砂防指定区域

地すべり防止法 地すべり防止地区

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律 急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域

建築基準法 災害危険区域

災害対策基本法 地域防災計画

消防法 消火器機の設置、屋内・屋外消火栓の設置等

1 利用にあたっての制約

(1)法規制等について

主な関連法令等
●廃棄物関連
●土地利用関連
●自然環境保全関連
●防災関連

※「廃棄物の処理および清掃に関する法律」
に基づく指定区域では、土地の形質の変更時
に届出、施工基準の適用等の制限がかかる。

２ 利用にあたっての制約

(2)土木的な条件等について

●廃棄物土の物理・力学特性
●廃棄物土の化学特性
●埋立地の構造
●水処理等の維持管理等

跡地利用に当たって影響を与える項目

●埋立廃棄物の種類・性状
●埋立終了後の処分場の内部の状況
・浸出水質
・地中温度
・発生ガス
・地盤沈下

●埋立地盤の土質特性（支持力等）

※跡地利用の形態により、
求められる処分場の内部の安定化のレベ
ル（埋立終了後の最終処分場）は異なる

跡地利用に当たって把握すべき項目
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事例２
大阪府和泉市
大栄環境株式会社

事例１
神奈川県横浜市
神明台処分地

多目的グランド

事例３
滋賀県野洲市
蓮池の里処分場

事例４
福岡県福岡市
西部（今津）埋立場

軟式野球場

芝生広場

サッカー場

庭園

ソーラパネル

多目的グランド

グランドゴルフ場

芝生広場

棚式農園（貸し農園）

運動公園グランドゴルフ場

これまでの紹介事例 １／２

事例6
石川県 金沢市
戸室新保埋立地

事例5
滋賀県大津市
大津クリーンセンター
淀町最終処分場跡地
大津クリーンセンター
中町最終処分場跡地公園

多目的グランド

多目的運動広場

庭園

ソーラパネル

グラウンドゴルフ場

ソーラーパネル

環境学習園路

遊具施設

少年野球場

芝生広場

マレットゴルフ場

これまでの紹介事例 ２／２

事例7
東京都 八王子市
戸吹スポーツ公園

遊具施設

テニスコート

スケートパーク

サッカー・ラグビー場

事例8
東京都 町田市
忠生スポーツ公園

芝生広場

バスケットボールコート

遊具施設

壁打ちテニスコート
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跡地活用事例を参考に旧RD最終処分場跡地へ当てはめた場合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

芝生広場 遊具公園 庭園
グラウン
ドゴルフ
場

農園
ソーラー
パネル

駐車場
テニス
コート

バスケッ
トボール
コート

少年野球
場

少年
サッカー
場

多目的
グランド

スケート
パーク

防災資材
置場

災害廃棄
物置き場

建物・
ホール

〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 △ 〇 △ △ △ △ 〇 〇 ×

配置する
遊具の種
類はは支
持力の精
査が必要

地下に大
きく根を
張る植物
は難しい

栽培する
方法につ
いて検証
は必要

防球ネッ
トの設置
は困難

防球ネッ
トの設置
は困難

防球ネッ
トの設置
は困難

防球ネッ
トの設置
は困難

地面を掘
削しない
コースに
限られ
る。

建物の支
持力確保
が難しい

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × △ 〇 ×

未舗装の
場合

砂・芝
のコート

コンク
リート以
外のコー
ト場合

砂・芝
のコート

砂・芝
のコート

砂・芝
のコート

転がり抵
抗が少な
い、路面
が求めら
れ、コン
クリート
が望まし
い

資材に
よって
は、舗装
が必要

井戸やガス抜き管
が施設に邪魔にな
らないか

〇 〇 〇 △ 〇 △ 〇 × × × × △ × 〇 〇 ×

地盤が沈下し凹凸
ができても許容で
きるか

〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 △ × △ △ △ × 〇 〇 ×

斜面安定化リスク
（跡地利用施設設
置における荷重
増）が発生しない
か

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ ×

〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 △ 〇 △ △ △ △ 〇 × 〇

風向きに
よって
は、肥料
の匂いが
漂う可能
性がある

設置場所
によって
は、反射
がまぶし
い可能性
がある

砂のコー
ト場合、
埃が舞う
可能性が
ある

砂のコー
ト場合、
埃が舞う
可能性が
ある

砂のコー
ト場合、
埃が舞う
可能性が
ある

砂のコー
ト場合、
埃が舞う
可能性が
ある

騒音が問
題となる
場合があ
る

埃や匂
い、
重機の稼
働音の懸
念

維持管理の容易さ 〇 〇 × △ △ 〇 〇 △ 〇 △ △ △ △ 〇 〇 △

本格利用
本格利用
（安定後）

〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

その他

地盤の支
持力を検
証する必
要がある
が、ある
程度の規
模の遊具
を設置す
ることも
も可能

表面を掘
削できな
い制約が
あるが、
方法を選
べば可能

売電の利
益につい
て、施設
の設置者
になり、
地元への
還元は難
しい

舗装をし
ない駐車
場であれ
ば、どの
時点でも
進められ
る

防球ネッ
トの設置
ための掘
削が、必
要

ゴール
ネットの
基礎の形
状は、検
討が必要

防球ネッ
トの設置
ための掘
削が、必
要

防球ネッ
トの設置
ための掘
削が、必
要

防球ネッ
トの設置
ための掘
削が、必
要

コンク
リートで
覆う必要
があり、
洗い出し
の効果を
得る必要
がある暫
定利用時
は難しい

資材の盗
難対策が
困難

表層のみの利用で
可能か

暫
定
利
用

表面をコンクリー
ト等で覆わないこ
とで、洗い出しの
効果を得ることが
でき、今後の安定
化に向けてのプロ
セスを期待できる
か

※ 今まで紹介した内容を踏まえた表であり、この資料により、特定の利用形を確定するものではありません。また、この表以外の利用方法も検討の余地はございます

周辺環境への影響
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